
1月  9日 ： 景気動向指数速報発表（内閣府）

1月19日 ： 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議） （スイス・ダボス、23日まで）

1月22日 ： 日銀金融政策決定会合（日銀、23日まで）

1月22日 ： 貿易統計発表（財務省）

1月23日 ： 全国消費者物価指数発表（総務省）

1月30日 ： 有効求人倍率発表（厚労省）

1月30日 ： 鉱工業生産・出荷・在庫指数速報発表（経産省）
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1月13日 ： 源泉所得税の納期限

1月20日 ： 源泉所得税の納期限（特例適用者）

１月31日 ： 法定調書、支払調書、給与支払報告書の提出

2月  2日 ： 償却資産申告書の提出

新年明けましておめでとうございます。

本年も引き続きお引き立てのほど、宜しくお願いいたします。
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項 目 内 容 適 用 時 期 等

所

得

税

年収の壁の178万円
への引上げ

所得税の負担開始水準が現行の160万円から下記①～④の合計の178万円に引
き上げられます。（①と②は消費者物価指数の上昇率6％を考慮）

① 合計所得金額が2,350万円以下の個人の基礎控除額が58万円から4万円引
き上げられ、 62万円になります。

② 給与所得控除の最低保障額が65万円から4万円引き上げられ、69万円になります。

③ 基礎控除額が加算される特例が5万円引き上げられ、最大42万円になります。
（合計所得金額が132万円以下の場合、37→42万円と5万円引上げ）

④ 給与所得控除の最低保障額の特例が新設され、5万円追加となります。

①②③
令和8年分以後の
所得税について適用

④
令和8年・9年の
所得税について適用

基礎控除額の加算の
特例の拡充

令和8～9年の基礎控除額が加算される特例の対象が拡大され、合計所得金額

489万円以下の方は基礎控除額が特例込みで104万円となり、給与所得控除額

が特例込みで74万円となり合計で178万円が所得から控除できるようになります

（現行は所得水準に応じ段階的に控除額が減少）。

令和8年分以後の
所得税について適用

扶養控除等の
見直し

① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が62万円以下（現行：58
万円以下）に引き上げられます。

② ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が62万円以下
（現行：58万円以下）に引き上げられます。

③ 勤労学生の合計所得金額要件が89万円以下（現行：85万円以下）に引き上げ
られます。

令和8年分以後の

所得税について適用

住宅ローン減税の
延長・見直し

住宅ローン減税の適用期限が令和12年入居まで5年間延長となり、既存住宅に係
る借入限度額が拡充されます。また、床面積要件が40㎡以上に緩和されている特
例の適用範囲が既存住宅にも拡充されます。

令和12年１２月３1日の

居住開始までに延長

NISAの拡充

NISAの口座開設可能年齢の下限が撤廃され、18歳未満でも口座が開設できるよ
うになります。

令和9年分以後の

所得税から適用

暗号資産の
譲渡所得に係る
課税の見直し

居住者等が、暗号資産取引業（仮称）を行う者に対して一定の暗号資産を譲渡等
した場合には、他の所得と分離して20％（所得税15％、個人住民税５％）の税率に
より課税されることになります（現行は総合課税）。

金融商品取引法の改正法
の施行の日の属する年の
翌年1月1日以後に行う
譲渡等について適用

青色申告特別控除の
見直し

一定の要件の見直しの上、青色申告特別控除が各10万円ずつ引き上げられ、
55万円は65万円に、65万円は75万円になります。

令和9年分以後の
所得税について適用

防衛特別所得税
（仮称）の創設

① 防衛特別所得税（仮称）が創設され、その年分の基準所得税額に１％の税率
を乗じて課税されます（基準所得税額の計算は復興特別所得税と同様）。

② 復興特別所得税の税率が１.1％(現行：2.1%)に１％引き下げられ、課税期間が
令和29年まで（現行：令和19年まで）に10年間延長されます。

①令和9年分以後の当分間
②令和９年から適用され、

令和29年まで延長

ふるさと納税の見直し
ふるさと納税について、個人住民税所得割額の2割と定額控除限度額193万円
（給与収入の場合1億円相当）のいずれか低い金額までとなります。

令和10年分以後の
個人住民税について適用

令和8年度税制改正大綱
（①所得税等）

住宅の区分
特例対象個人※1 左記以外

新築等 既存住宅 新築等 既存住宅

認定住宅 5,000万円
4,500万円

4,500万円
3,500万円

ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円

省エネ基準適合住宅 3,000万円※2 3,000万円 2,000万円※2 2,000万円

上記以外 2,000万円

※1 下記のいずれかの個人
• 年齢40歳未満であって配偶者を有する者
• 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者または年齢19歳未満の扶養親族を有する者

※2 適用年は令和8年・9年

つ み た て 投 資 枠 成 長 投 資 枠

対象年齢 0～17歳 18歳以上

年間投資枠 60万円 120万円 240万円

非課税保有限度額 600万円
自動的に
移行

1,800万円

1,200万円

投資対象
積立・分散投資に適した一定の

公募等株式投資信託
上場株式・公募等
株式投資信託等

払出し
一定の要件の下、12
歳以降払出しが可能

制限なし



項 目 内 容 適 用 時 期 等

所

得

税

極めて高い水準に

ある高所得者層に

対する課税強化の

見直し

税負担の公平性の観点から極めて高い水準にある高所得者層に対する負担の適

正化のための措置が見直しされ、課税対象が拡大されます。

下記の②が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税

① その年分の基準所得税額

② （その年分の基準所得金額 - 特別控除額1.65億円）×30％
現行は特別控除額が3.3億円、税率は22.5％

令和9年分以後の所得税

について適用

相

続

税

貸付用不動産の

評価方法の見直し

貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、課税時期前

5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産（※1）

は、課税時期における通常の取引価額（※2）に相当する金額で評価することになり

ます。不動産小口化商品（※3）についても同様の改正が行われます。

※1 改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地（同日の5年前から所有
しているものに限る）に新築した家屋（同日に建築中のものを含む）には適用されません。

※2 課税上の弊害がない限り、取得価額に地価の変動等を考慮して計算した価額の80％
に相当する金額

※3 不動産小口化商品については取得時期に関係なく適用

令和9年1月1日以後の

相続等により取得する財産

の評価について適用

教育資金の一括贈与

に係る贈与税の

非課税措置の終了

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、令

和8年3月31に終了となります（同日までに拠出された金銭等は引き続き適用可）。
令和8年3月31日に終了

非上場株式等の相続

税・贈与税の納税猶

予制度の特例承継計

画の提出期限の延長

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度の適用に必要な手続

きである特例承継計画の提出期限が1年6月延長されます。

特例承継計画の提出期限が

令和9年9月30日まで延長

法

人

税

少額減価償却資産

の取得価額の損金

算入の特例の拡充

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、

対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満（現行：30万円未満）に

引き上げられます。

大綱に明記無し

特定生産性向上設備

等投資促進税制の

創設

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、生産等設備

を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフト

ウェア（一定規模以上のもの）で、特定生産性向上設備等（仮称）に該当するものを

取得・事業供用した場合、即時償却と取得価額の7％（建物、建物附属設備及び

構築物は4％）の税額控除との選択適用ができることになります。

産業競争力強化法の改正

法の施行日から令和11年3

月末までに経済産業大臣の

確認を受けた資産について

適用

研究開発税制の

見直し

産業技術力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で一定時期に重

点研究開発計画（仮称）につき同法の認定を受けたものの各事業年度において、

重点産業技術試験研究費の額がある場合には、その研究費の額の40％（特別重

点産業技術試研究費の場合は50％）の税額控除ができることになります。

産業技術力強化法の改正法

の施行日から令和11年3月

末までに認定を受けた法人

の各事業年度について適用

賃上げ税制の

廃止・課税の強化

① 全法人向けの措置は令和8年3月31日をもって廃止されます。

② 中堅企業向け（従業員数が2,000人以下である法人向け）の措置は、令和9年3

月31日をもって廃止され、次の見直しが行われます。

• 原則の税額控除率（10％）が適用できる場合が、継続雇用者給与等支給

額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4％以上（現行：

3％以上）の場合になります。

• 継続雇用者等給与支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加

割合が4％以上である場合に税額控除率に15％を加算する措置が、その

増加割合が5％以上である場合に税額控除率に5％加算され、その増加割

合が6％以上である場合は、15％が加算される措置とされます。

• 教育訓練費に係る上乗措置は廃止されます。

③ 中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止されます。

① 令和8年3月31日を
もって廃止

② 令和8年4月1日から
令和9年3月31日までの
間に開始する事業年度
に適用

③ 令和9年3月31日をもっ
て廃止

消

費

税

インボイス制度に

係る経過措置の

見直し

① インボイス発行事業者となった一定の小規模事業者が、納税額を売上税額の

2割とする特例が3割に改正の上、2年間延長されます。

② 免税事業者からの課税仕入に係る税額控除の経過措置について、控除可能

割合が令和8年10月から70％、令和10年10月から50％、令和12年10月から

30％とされます。

① 令和10年９月30日まで
の日の属する各課税期
間まで延長

② 令和13年9月30日まで
延長

 ASAHI　NEWS 朝日税理士法人
TEL：03-3556-6000（本部）
TEL：03-3700-3331（城南）
http://www.asahitax.jp令和8年1月13日発行

令和8年度税制改正大綱
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